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泊発電所原子力事業者防災業務計画 修正前後比較表（令和５年度修正案）（３／１６６） 
泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正前） 泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正後） 備   考

修正番号 年 月 日 内    容 

１５ 平成２６年１０月３０日
原子力災害発生時の通報基準等の事象検知に係る詳細の追

加、原子力防災組織体制変更等に伴う修正

１６ 平成２８年 ３月２５日
原子力防災要員の範囲の見直し、原子力防災組織体制変更

等に伴う修正

１７ 平成２９年 ３月２８日
緊急時活動レベル（ＥＡＬ）を判断する基準解説の適正化

等に伴う修正

１８ 平成２９年１０月３０日 原子力災害対策指針の改正等に伴う修正

１９ 平成３１年 ３月２９日
緊急時活動レベル（ＥＡＬ）適用号機の記載の充実化、及

び読み替え内容の反映に伴う修正等

２０ 令和２年 ３月２７日

原子力災害対策特別措置法関係法令改正に伴う読み替え内

容及び法的分離に伴う一般送配電事業の分社化による組織

改正の反映等に伴う修正

２１ 令和２年 ８月２１日

「原子力災害対策指針」、「原子力災害対策指針の緊急事態

区分を判断する基準等の解説」等の改正に伴う修正及び原

子力災害対策特別措置法関係法令改正に伴う読み替え内容

の反映等に伴う修正

２２ 令和３年１０月２２日

「原子力災害対策指針」、「原子力災害対策指針の緊急事態

区分を判断する基準等の解説」等の改正に伴う修正及び原

子力防災関連資機材の点検内容の明確化等に伴う修正

２３ 令和５年 ２月２２日

国土交通省の組織改編に伴う読み替え内容の反映、緊急時

対策支援システムへの使用済燃料貯蔵槽に関する一部の項

目の伝送開始に伴う読み替え内容の反映及びオンサイト医

療に係る活動の追加等に伴う修正

Ⅱ

修正番号 年 月 日 内 容 

１５ 平成２６年１０月３０日
原子力災害発生時の通報基準等の事象検知に係る詳細の追

加、原子力防災組織体制変更等に伴う修正

１６ 平成２８年 ３月２５日
原子力防災要員の範囲の見直し、原子力防災組織体制変更

等に伴う修正

１７ 平成２９年 ３月２８日
緊急時活動レベル（ＥＡＬ）を判断する基準解説の適正化

等に伴う修正

１８ 平成２９年１０月３０日 原子力災害対策指針の改正等に伴う修正

１９ 平成３１年 ３月２９日
緊急時活動レベル（ＥＡＬ）適用号機の記載の充実化、及

び読み替え内容の反映に伴う修正等

２０ 令和２年 ３月２７日

原子力災害対策特別措置法関係法令改正に伴う読み替え内

容及び法的分離に伴う一般送配電事業の分社化による組織

改正の反映等に伴う修正

２１ 令和２年 ８月２１日

「原子力災害対策指針」、「原子力災害対策指針の緊急事態

区分を判断する基準等の解説」等の改正に伴う修正及び原

子力災害対策特別措置法関係法令改正に伴う読み替え内容

の反映等に伴う修正

２２ 令和３年１０月２２日

「原子力災害対策指針」、「原子力災害対策指針の緊急事態

区分を判断する基準等の解説」等の改正に伴う修正及び原

子力防災関連資機材の点検内容の明確化等に伴う修正

２３ 令和５年 ２月２２日

国土交通省の組織改編に伴う読み替え内容の反映、緊急時

対策支援システムへの使用済燃料貯蔵槽に関する一部の項

目の伝送開始に伴う読み替え内容の反映及びオンサイト医

療に係る活動の追加等に伴う修正

２４ 令和６年 月  日

・「原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が

通報すべき事象等に関する規則」等の改正に伴う修正

・国土交通省の組織改編に伴う読み替え内容の反映

・原子力災害医療活動の充実に伴う修正

・「シビアアクシデント対策等に関する主な資機材」の数量

記載方法の見直しに伴う修正

・地震情報反映に伴う通報連絡様式と等の修正

・記載の適性化

Ⅱ

修正来歴の追記
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泊発電所原子力事業者防災業務計画 修正前後比較表（令和５年度修正案）（１２／１６６） 

 

泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正前） 泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正後） 備   考 

第５節 原子力事業者防災業務計画の修正 

 

社長は、毎年この計画に検討を加え、必要があると認めるときはこれを修正する。 

なお、社長は、検討の結果、修正の必要がない場合であってもその旨を原子力防災専門

官、北海道知事及び泊村長に報告する。 

１．この計画を修正しようとするときは、北海道地域防災計画（原子力防災計画編）、泊

発電所周辺地域原子力防災計画に抵触するものでないことを確認し、原子力防災専門官

及び上席放射線防災専門官の指導及び助言を受ける。 

２．この計画を修正しようとするときは、あらかじめ北海道知事及び泊村長に協議しなけ 

ればならない。この協議は、この計画を修正しようとする６０日前までに、北海道知事  

及び泊村長にこの計画の案を提出して行うものとする。この場合において、社長はこの 

計画を修正しようとする日を明らかにする。 

３．この計画を修正したときは、速やかに様式１により、内閣総理大臣及び原子力規制委

員会に届け出るとともに、その要旨を公表する。 

４．内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、北海道知事及び泊村長から、この

計画の作成又は修正に関する事項について報告を求められたときに報告できるよう、作

成及び修正の履歴を保存しておく。 
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第５節 原子力事業者防災業務計画の修正 

 

社長は、毎年この計画に検討を加え、必要があると認めるときはこれを修正する。 

なお、社長は、検討の結果、修正の必要がない場合であってもその旨を原子力防災専門

官、北海道知事及び泊村長に報告する。 

１．この計画を修正しようとするときは、北海道地域防災計画（原子力防災計画編）、泊

発電所周辺地域原子力防災計画に抵触するものでないことを確認し、原子力防災専門官

の指導及び助言を受ける。また、修正の内容が環境放射線モニタリングに関する事項で

あるときは、上席放射線防災専門官の指導及び助言を受ける。 

２．この計画を修正しようとするときは、あらかじめ北海道知事及び泊村長に協議しなけ 

ればならない。この協議は、この計画を修正しようとする６０日前までに、北海道知事  

及び泊村長にこの計画の案を提出して行うものとする。この場合において、社長はこの 

計画を修正しようとする日を明らかにする。 

３．この計画を修正したときは、速やかに様式１により、内閣総理大臣及び原子力規制委

員会に届け出るとともに、その要旨を公表する。 

４．内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、北海道知事及び泊村長から、この

計画の作成又は修正に関する事項について報告を求められたときに報告できるよう、作

成及び修正の履歴を保存しておく。 
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記載の適性化 
（原子力事業者防
災業務計画の確認
に係る視点等につ
いて（内規）との表
現の整合） 

3



泊発電所原子力事業者防災業務計画 修正前後比較表（令和５年度修正案）（２５／１６６） 

 

泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正前） 泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正後） 備   考 

務に関する報告を求められた場合は、その業務について報告する。 

（３）内閣総理大臣、原子力規制委員会又は国土交通大臣が行う原災法第３２条第１項に

基づく発電所の立入検査を受ける場合は、適切に対応を行う。 

（４）原子力防災専門官からこの計画及び原子力防災組織の設置その他原子力災害予防対

策に関する指導及び助言があった場合は、速やかにその対応を行う。 

２．関係地方公共団体との連携 

（１）関係地方公共団体とは平常時から協調し、原子力防災情報の収集、提供等相互連携

を図る。 

（２）北海道知事又は泊村長から原災法第３１条に基づく業務に関する報告を求められた

場合は、その業務について報告する。 

（３）北海道知事又は泊村長が行う原災法第３２条第１項に基づく発電所の立入検査を受

ける場合は、適切に対応を行う。 

３．地元防災関係機関等との連携 

地元防災関係機関等（岩内・寿都地方消防組合消防本部、岩内警察署、小樽海上保安部、そ

の他関係機関）とは平常時から協調し、原子力防災情報の収集、提供等相互連携を図る。 

また、発電所敷地内での医療活動が必要な事態が発生した場合に備え、平常時から公益財団

法人 原子力安全研究協会を含む医療関係団体との原子力災害医療情報の収集・提供等、相互

連携を図る。 

４．原子力緊急事態支援組織の体制及び運用 

（１）社長は、原子力事業者間の協力によって、遠隔操作が可能な装置等の操作が円滑に

実施できる体制及び運用を明確にするため、次に掲げる事項についてあらかじめ別表

２－８－１に示す原子力緊急事態支援組織と調整をしておく。 

① 原子力災害発生時の原子力緊急事態支援組織と原子力事業者との連携、役割分担等 

② 原子力緊急事態支援組織が配備する装置及び資機材等 

③ 原子力緊急事態支援組織が配備する装置及び資機材等の保守要領、点検記録の保管 

④ 原子力緊急事態支援組織が配備する装置及び資機材等の保管方法、保管場所 

（２）原子力防災管理者は、原子力緊急事態支援組織の訓練計画に従って、発電所の原子

力防災要員を原子力緊急事態支援組織に派遣し、装置等の操作に関する技能・知識を

習得させ、原子力事業所災害対策活動の円滑な実施を確実にする。 

 

第９節 周辺住民に対する平常時の広報活動 

 

原子力防災管理者は、平常時から、発電所の周辺住民に対し、国、関係地方公共団体と 

19 

務に関する報告を求められた場合は、その業務について報告する。 

（３）内閣総理大臣、原子力規制委員会又は国土交通大臣が行う原災法第３２条第１項に

基づく発電所の立入検査を受ける場合は、適切に対応を行う。 

（４）原子力防災専門官からこの計画及び原子力防災組織の設置その他原子力災害予防対

策に関する指導及び助言があった場合は、速やかにその対応を行う。 

２．関係地方公共団体との連携 

（１）関係地方公共団体とは平常時から協調し、原子力防災情報の収集、提供等相互連携

を図る。 

（２）北海道知事又は泊村長から原災法第３１条に基づく業務に関する報告を求められた

場合は、その業務について報告する。 

（３）北海道知事又は泊村長が行う原災法第３２条第１項に基づく発電所の立入検査を受

ける場合は、適切に対応を行う。 

３．地元防災関係機関等との連携 

地元防災関係機関等（岩内・寿都地方消防組合消防本部、岩内警察署、小樽海上保安部、

その他関係機関）とは平常時から協調し、原子力防災情報の収集、提供等相互連携を図る。 

また、発電所敷地内での医療活動が必要な事態が発生した場合に備え、平常時から別表２

－８－１に示す資機材を維持管理するとともに、別表２－８－２に定める公益財団法人 原子

力安全研究協会を含む医療関係団体との原子力災害医療情報の収集・提供等、相互連携を図

る。 

４．原子力緊急事態支援組織の体制及び運用 

（１）社長は、原子力事業者間の協力によって、遠隔操作が可能な装置等の操作が円滑に

実施できる体制及び運用を明確にするため、次に掲げる事項についてあらかじめ別表

２－８－３に示す原子力緊急事態支援組織と調整をしておく。 

① 原子力災害発生時の原子力緊急事態支援組織と原子力事業者との連携、役割分担等 

② 原子力緊急事態支援組織が配備する装置及び資機材等 

③ 原子力緊急事態支援組織が配備する装置及び資機材等の保守要領、点検記録の保管 

④ 原子力緊急事態支援組織が配備する装置及び資機材等の保管方法、保管場所 

（２）原子力防災管理者は、原子力緊急事態支援組織の訓練計画に従って、発電所の原子

力防災要員を原子力緊急事態支援組織に派遣し、装置等の操作に関する技能・知識を

習得させ、原子力事業所災害対策活動の円滑な実施を確実にする。 

 

第９節 周辺住民に対する平常時の広報活動 

 

原子力防災管理者は、平常時から、発電所の周辺住民に対し、国、関係地方公共団体と 
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原子力災害医療活
動について医療関
連資機材及び原子
力安全研究協会の
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泊発電所原子力事業者防災業務計画 修正前後比較表（令和５年度修正案）（４３／１６６） 

 

泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正前） 泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正後） 備   考 

 

 

別表２－８－１ 原子力緊急事態支援組織・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９６ 

別表３－２－１ 原子力防災組織業務の一部を委託するもの・・・・・・・・・・・９８ 

別表３－３－１ 派遣要員の職務と人員（北海道）・・・・・・・・・・・・・・１００ 

別表３－３－２ 貸与する資機材（北海道）・・・・・・・・・・・・・・・・・１０１ 

別表３－５－１ 他の原子力事業者の原子力事業所で発生した原子力災害への 

        要員の派遣、資機材の貸与・・・・・・・・・・・・・・・・・１０２ 

 

［様 式］ 

様式１  原子力事業者防災業務計画作成（修正）届出書・・・・・・・・・・・１０３ 

様式２  原子力防災要員現況届出書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０４ 

様式３  原子力防災管理者（副原子力防災管理者）選任・解任届出書・・・・・１０５ 

様式４  放射線測定設備現況届出書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０６ 

様式５  原子力防災資機材現況届出書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０７ 

様式６  防災訓練実施結果報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０８ 

様式７  警戒事態該当事象発生連絡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０９ 

様式８  特定事象発生通報（原子炉施設）・・・・・・・・・・・・・・・・・１１０ 

様式９  特定事象発生通報（事業所外運搬）・・・・・・・・・・・・・・・・１１１ 

様式１０ 警戒事態該当事象発生後の経過連絡・・・・・・・・・・・・・・・・１１２ 

様式１１ 応急措置の概要（原子炉施設）・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１３ 

様式１２ 応急措置の概要（事業所外運搬）・・・・・・・・・・・・・・・・・１１５ 

 

[参   考] 

参考１  警戒事象、原災法第１０条第１項及び原災法第１５条第１項に該当する 

事象の整理表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ 

別表２－８－１ 医療関連資機材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９６ 

別表２－８－２ 原子力安全研究協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９７ 

別表２－８－３ 原子力緊急事態支援組織・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９８ 

別表３－２－１ 原子力防災組織業務の一部を委託するもの・・・・・・・・・・１００ 

別表３－３－１ 派遣要員の職務と人員（北海道）・・・・・・・・・・・・・・１０２ 

別表３－３－２ 貸与する資機材（北海道）・・・・・・・・・・・・・・・・・１０３ 

別表３－５－１ 他の原子力事業者の原子力事業所で発生した原子力災害への 

        要員の派遣、資機材の貸与・・・・・・・・・・・・・・・・・１０４ 

 

［様 式］ 

様式１  原子力事業者防災業務計画作成（修正）届出書・・・・・・・・・・・１０５ 

様式２  原子力防災要員現況届出書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０６ 

様式３  原子力防災管理者（副原子力防災管理者）選任・解任届出書・・・・・１０７ 

様式４  放射線測定設備現況届出書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０８ 

様式５  原子力防災資機材現況届出書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０９ 

様式６  防災訓練実施結果報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１０ 

様式７  警戒事態該当事象発生連絡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１１ 

様式８  特定事象発生通報（原子炉施設）・・・・・・・・・・・・・・・・・１１２ 

様式９  特定事象発生通報（事業所外運搬）・・・・・・・・・・・・・・・・１１３ 

様式１０ 警戒事態該当事象発生後の経過連絡・・・・・・・・・・・・・・・・１１４ 

様式１１ 応急措置の概要（原子炉施設）・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１５ 

様式１２ 応急措置の概要（事業所外運搬）・・・・・・・・・・・・・・・・・１１７ 

 

[参   考] 

参考１  警戒事象、原災法第１０条第１項及び原災法第１５条第１項に該当する 

事象の整理表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ 

 
原子力災害医療活
動について医療関
連資機材及び原子
力安全研究協会の
組織概要を追加 
 
上記別表の新規追
加に伴う別表番号
及び頁番号の修正 
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泊発電所原子力事業者防災業務計画 修正前後比較表（令和５年度修正案）（４７／１６６） 

 

泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正前） 泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正後） 備   考 
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記載の適性化 
（組織変更による
名称変更） 
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泊発電所原子力事業者防災業務計画 修正前後比較表（令和５年度修正案）（５０／１６６） 

 

泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正前） 泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正後） 備   考 
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国土交通省の組織
改編に伴う修正 
（読み替え内容の
反映） 
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泊発電所原子力事業者防災業務計画 修正前後比較表（令和５年度修正案）（５２／１６６） 

 

泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正前） 泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正後） 備   考 
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国土交通省の組織
改編に伴う修正 
（読み替え内容の
反映） 
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泊発電所原子力事業者防災業務計画 修正前後比較表（令和５年度修正案）（５７／１６６） 

 

泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正前） 泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正後） 備   考 
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太枠線内は機密情
報に属しますので、
公開できません 
 
記載の適性化 
(注記番号の修正） 
 
記載の適性化 
（屋外給水タンク
撤去に伴う名称を
削除） 
 
 
 
記載の適性化 
(注記番号の修正） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適性化 
(注記番号の修正） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適性化 
（屋外給水タンク
撤去に伴う名称を
削除） 
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泊発電所原子力事業者防災業務計画 修正前後比較表（令和５年度修正案）（６３／１６６） 

 

泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正前） 泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正後） 備   考 

 

別表２－１－１ 原子力災害対策指針に定める警戒事態に該当する事象の連絡基準（１／２） 

連 絡 基 準（警戒事態に該当する事象） 

原子炉停止機能の異常又は異常のおそれ（ＡＬ１１）                【適用号機なし】 

原子炉の運転中に原子炉保護回路の１チャンネルから原子炉停止信号が発信され、その状態が一定時間継続さ

れた場合において、当該原子炉停止信号が発信された原因を特定できないこと、又は原子炉の非常停止が必要

な場合において、原子炉制御室からの制御棒の挿入操作により原子炉を停止することができないこと、若しく

は停止したことを確認することができないこと。 

原子炉冷却材の漏えい（ＡＬ２１）                        【適用号機なし】 

原子炉の運転中に保安規定で定められた数値を超える原子炉冷却材の漏えいが起こり、定められた時間内に

定められた措置を実施できないこと、又は原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷

却材の漏えいが発生すること。 

蒸気発生器給水機能喪失のおそれ（ＡＬ２４）                   【適用号機なし】 

原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての主給水が停止した場合において、電動補助給水ポンプ又はタービン

動補助給水ポンプによる給水機能が喪失すること。 

非常用交流高圧母線喪失又は喪失のおそれ（ＡＬ２５）               【適用号機なし】 

非常用交流母線が一となった場合において当該非常用交流母線に電気を供給する電源が一となる状態が１

５分間以上継続すること、全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止すること、又は外部電源喪失が３時

間以上継続すること。 

停止中の原子炉冷却機能の一部喪失（ＡＬ２９）                  【適用号機なし】 

原子炉の停止中に当該原子炉から残留熱を除去する機能の一部が喪失すること。 

使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ（ＡＬ３０）               【適用号機なし】 

使用済燃料貯蔵槽の水位が一定の水位まで低下すること。 

使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ（ＡＬ３１）            【１、２、３号機適用】 

使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽の水位を一定時間以上測定できないこと。 

単一障壁の喪失又は喪失のおそれ（ＡＬ４２）                   【適用号機なし】 

燃料被覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失するおそれがあること、又は、燃料被覆管障壁若しくは原

子炉冷却系障壁が喪失すること。 

原子炉制御室他の機能喪失のおそれ（ＡＬ５１）                  【適用号機なし】 

原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室（実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則

（平成２５年原子力規制委員会規則第６号）第３８条第４項に規定する装置が施設された室をいう。以下同

じ。）からの原子炉の運転や制御に影響を及ぼす可能性が生じること。 

所内外通信連絡機能の一部喪失（ＡＬ５２）                    【適用号機なし】 

泊発電所内の通信のための設備又は泊発電所内と泊発電所外との通信のための設備の一部の機能が喪失す

ること。 

重要区域での火災・溢
いつ

水による安全機能の一部喪失のおそれ（ＡＬ５３）       【適用号機なし】 

重要区域※において、火災又は溢
いつ

水が発生し、安全機器等※の機能の一部が喪失するおそれがあること。 

※ 安全上重要な構築物、系統又は機器（以下「安全機器等」という。）を設置する区域であって、別表２

－１－５に示すものをいう。 
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別表２－１－１ 原子力災害対策指針に定める警戒事態に該当する事象の連絡基準（１／２） 

連 絡 基 準（警戒事態に該当する事象） 

原子炉停止機能の異常又は異常のおそれ（ＡＬ１１）                【適用号機なし】 

原子炉の運転中に原子炉保護回路の１チャンネルから原子炉停止信号が発信され、その状態が一定時間継続

された場合において、当該原子炉停止信号が発信された原因を特定できないこと、又は原子炉の非常停止が必

要な場合において、原子炉制御室からの制御棒の挿入操作により原子炉を停止することができないこと、若し

くは停止したことを確認することができないこと。 

原子炉冷却材の漏えい（ＡＬ２１）                        【適用号機なし】 

原子炉の運転中に保安規定で定められた数値を超える原子炉冷却材の漏えいが起こり、定められた時間内に

定められた措置を実施できないこと、又は原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷

却材の漏えいが発生すること。 

蒸気発生器給水機能喪失のおそれ（ＡＬ２４）                   【適用号機なし】 

原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての主給水が停止した場合において、電動補助給水ポンプ又はタービン

動補助給水ポンプによる給水機能が喪失すること。 

非常用交流高圧母線喪失又は喪失のおそれ（ＡＬ２５）               【適用号機なし】 

非常用交流母線が一となった場合において当該非常用交流母線に電気を供給する電源が一となる状態が１

５分間以上継続すること、全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止すること、又は外部電源喪失が３時

間以上継続すること。 

停止中の原子炉冷却機能の一部喪失（ＡＬ２９）                  【適用号機なし】 

原子炉の停止中に当該原子炉から残留熱を除去する機能の一部が喪失すること。 

使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ（ＡＬ３０）               【適用号機なし】 

使用済燃料貯蔵槽の水位が一定の水位まで低下すること。 

使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ（ＡＬ３１）            【１、２、３号機適用】 

使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽の水位を一定時間以上測定できないこと。 

単一障壁の喪失又は喪失のおそれ（ＡＬ４２）                   【適用号機なし】 

燃料被覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失するおそれがあること、又は、燃料被覆管障壁若しくは原

子炉冷却系障壁が喪失すること。 

原子炉制御室他の機能喪失のおそれ（ＡＬ５１）                  【適用号機なし】 

原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室（実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則

（平成２５年原子力規制委員会規則第６号）第３８条第４項に規定する装置が施設された室をいう。以下同

じ。）からの原子炉の運転や制御に影響を及ぼす可能性が生じること。 

所内外通信連絡機能の一部喪失（ＡＬ５２）                    【適用号機なし】 

泊発電所内の通信のための設備又は泊発電所内と泊発電所外との通信のための設備の一部の機能が喪失す

ること。 

重要区域での火災・溢
いつ

水による安全機能の一部喪失のおそれ（ＡＬ５３）       【適用号機なし】 

重要区域※において、火災又は溢
いつ

水が発生し、安全機器等※の機能の一部が喪失するおそれがあること。 

※ 安全上重要な構築物、系統又は機器（以下「安全機器等」という。）を設置する区域であって、別表２

－１－５に示すものをいう。 
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記載の適正化 
（インデントの修
正） 
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泊発電所原子力事業者防災業務計画 修正前後比較表（令和５年度修正案）（６９／１６６） 

 

泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正前） 泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正後） 備   考 

別表２－１－３  原災法第１５条第１項に基づく原子力緊急事態の判断基準（２／２） 

判断基準（全面緊急事態に該当する事象） 

非常用交流高圧母線の１時間以上喪失（ＧＥ２５）                 【適用号機なし】 

全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が１時間以上継続すること。 

全直流電源の５分間以上喪失（ＧＥ２７）                     【適用号機なし】 

全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が５分間以上継続すること。 

炉心損傷の検出（ＧＥ２８）                           【適用号機なし】 

炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子炉容器内の出口温度を検知すること。 

停止中の原子炉冷却機能の完全喪失（ＧＥ２９）                  【適用号機なし】 

蒸気発生器の検査その他の目的で一時的に原子炉容器の水位を下げた状態で、当該原子炉から残留熱を除

去する機能が喪失し、かつ、燃料取替用水タンク（１、２号機）／燃料取替用水ピット（３号機）からの注

水ができないこと。 

使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出（ＧＥ３０）             【適用号機なし】 

使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方２メートルの水位まで低下すること、又は当

該水位まで低下しているおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。 

使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出（ＧＥ３１）          【１、２、３号機適用】 

使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下すること。 

格納容器圧力の異常上昇（ＧＥ４１）                       【適用号機なし】 

原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使用温度に達するこ

と。 

２つの障壁喪失及び１つの障壁の喪失又は喪失のおそれ（ＧＥ４２）         【適用号機なし】 

燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において、原子炉格納容器の障壁が喪失するお

それがあること。 

原子炉制御室他の機能喪失・警報喪失（ＧＥ５１）                 【適用号機なし】 

原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなることにより原子炉を停止する機能及び冷温

停止状態を維持する機能が喪失すること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合にお

いて、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報

装置の全ての機能が喪失すること。 

住民の避難を開始する必要がある事象発生（ＧＥ５５）            【１、２、３号機適用】 

その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な

水準で泊発電所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、泊発電所周辺の住民の避難を開始する必要が

ある事象が発生すること。 

事業所外運搬での放射線量率の異常上昇（ＸＧＥ６１）            【１、２、３号機適用】 

火災、爆発等の発生の際に、事業所外運搬に使用する容器において次に掲げる放射線量を検出したとき若

しくは検出される蓋然性が高いとき。 

・事業所外運搬に使用する容器から１ｍ離れた地点で１０ｍSv/h以上の放射線量を検出したとき 

（事業所外運搬は原子力災害対策指針の対象外事象なため、全面緊急事態には該当しない。）。 

事業所外運搬での放射性物質の異常漏えい（ＸＧＥ６２）           【１、２、３号機適用】 

火災、爆発等の発生の際に、事業所外運搬に使用する容器において次に掲げる放射性物質を検出したとき

若しくは検出される蓋然性が高いとき。 

・事業所外運搬の場合にあっては、当該運搬に使用する容器（ＩＰ型を除く。）から、原子力災害対策特

別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する省令に定められた

量（Ａ２値）の放射性物質の漏えいがあったとき（事業所外運搬は原子力災害対策指針の対象外事象なた

め、全面緊急事態には該当しない。）。 
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別表２－１－３  原災法第１５条第１項に基づく原子力緊急事態の判断基準（２／２） 

判断基準（全面緊急事態に該当する事象） 

非常用交流高圧母線の１時間以上喪失（ＧＥ２５）                 【適用号機なし】 

全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が１時間以上継続すること。 

全直流電源の５分間以上喪失（ＧＥ２７）                     【適用号機なし】 

全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が５分間以上継続すること。 

炉心損傷の検出（ＧＥ２８）                           【適用号機なし】 

炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子炉容器内の出口温度を検知すること。 

停止中の原子炉冷却機能の完全喪失（ＧＥ２９）                  【適用号機なし】 

蒸気発生器の検査その他の目的で一時的に原子炉容器の水位を下げた状態で、当該原子炉から残留熱を除

去する機能が喪失し、かつ、燃料取替用水タンク（１、２号機）／燃料取替用水ピット（３号機）からの注

水ができないこと。 

使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出（ＧＥ３０）             【適用号機なし】 

使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方２メートルの水位まで低下すること、又は当

該水位まで低下しているおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。 

使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出（ＧＥ３１）          【１、２、３号機適用】 

使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下すること。 

格納容器圧力の異常上昇（ＧＥ４１）                       【適用号機なし】 

原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使用温度に達するこ

と。 

２つの障壁喪失及び１つの障壁の喪失又は喪失のおそれ（ＧＥ４２）         【適用号機なし】 

燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において、原子炉格納容器の障壁が喪失するお

それがあること。 

原子炉制御室他の機能喪失・警報喪失（ＧＥ５１）                 【適用号機なし】 

原子炉制御室が使用できない場合に原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなること、又は原子炉若しく

は使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に原子炉施設の状態を表示する全ての装置若しくは原子炉施設の

異常を表示する全ての警報装置（いずれも原子炉制御室に設置されたものに限る。）が使用できなくなるこ

と。 

住民の避難を開始する必要がある事象発生（ＧＥ５５）            【１、２、３号機適用】 

その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な

水準で泊発電所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、泊発電所周辺の住民の避難を開始する必要が

ある事象が発生すること。 

事業所外運搬での放射線量率の異常上昇（ＸＧＥ６１）            【１、２、３号機適用】 

火災、爆発等の発生の際に、事業所外運搬に使用する容器において次に掲げる放射線量を検出したとき若

しくは検出される蓋然性が高いとき。 

・事業所外運搬に使用する容器から１ｍ離れた地点で１０ｍSv/h以上の放射線量を検出したとき 

（事業所外運搬は原子力災害対策指針の対象外事象なため、全面緊急事態には該当しない。）。 

事業所外運搬での放射性物質の異常漏えい（ＸＧＥ６２）           【１、２、３号機適用】 

火災、爆発等の発生の際に、事業所外運搬に使用する容器において次に掲げる放射性物質を検出したとき

若しくは検出される蓋然性が高いとき。 

・事業所外運搬の場合にあっては、当該運搬に使用する容器（ＩＰ型を除く。）から、原子力災害対策特

別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する省令に定められた

量（Ａ２値）の放射性物質の漏えいがあったとき（事業所外運搬は原子力災害対策指針の対象外事象なた

め、全面緊急事態には該当しない。）。 
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泊発電所原子力事業者防災業務計画 修正前後比較表（令和５年度修正案）（１０５／１６６） 

 

泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正前） 泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正後） 備   考 

 

泊発電所における解釈 

＜ＡＬ４２：単一障壁の喪失又は喪失のおそれ＞                  【適用号機なし】 

運転モード１、２及び３において、以下の障壁が喪失又は喪失のおそれがあるとき。 

① 燃料被覆管障壁の喪失のおそれがあるとき。 ② 燃料被覆管障壁が喪失したとき。 

③ 原子炉冷却系障壁の喪失のおそれがあるとき。④ 原子炉冷却系障壁が喪失したとき。 

①燃料被覆管障壁の喪失のおそれ 炉心出口温度の最高値が３５０℃以上 

②燃料被覆管障壁が喪失 炉心出口温度の最高値が６００℃以上 

③原子炉冷却系障壁の喪失のおそれ １次冷却材漏えい（蒸気発生器伝熱管からの漏えいを含む。）

が発生し、抽出隔離※１をした状態で、充てんポンプ１台で加圧

器水位が維持できない 

④原子炉冷却系障壁が喪失 １次冷却材漏えい（蒸気発生器伝熱管からの漏えいを含む。）

が発生し、「加圧器圧力異常低」又は「加圧器水位低及び加圧

器圧力低」による非常用炉心冷却設備の作動を必要とする設定

圧力又は設定水位※２以下 

※１ 抽出ライン隔離の設定値は以下のとおり。 

【１、２号機】  加圧器水位 ： １９％ 

【３号機】    加圧器水位 ： １７％ 

※２ 非常用炉心冷却設備作動の設定値は以下のとおり。 

【１、２号機】加圧器圧力異常低 ： １１．８７ＭＰａ【gage】 

加圧器圧力低 ： １２．５５ＭＰａ【gage】＋加圧器水位低 ：５％ 

【３号機】  加圧器圧力異常低 ： １１．４８ＭＰａ【gage】 

加圧器圧力低 ： １２．１７ＭＰａ【gage】＋加圧器水位低 ：５％ 

＜ＳＥ４２：２つの障壁の喪失又は喪失のおそれ＞                 【適用号機なし】 

運転モード１、２及び３において、以下の障壁が喪失又は喪失のおそれがあるとき。※１ 

・① 燃料被覆管障壁が喪失するおそれ＋③原子炉冷却系障壁が喪失するおそれ 

・② 燃料被覆管障壁が喪失＋③原子炉冷却系障壁が喪失するおそれ 

・① 燃料被覆管障壁が喪失するおそれ＋④格納容器障壁が喪失 

・③ 原子炉冷却系障壁が喪失するおそれ＋④格納容器障壁が喪失 

①燃料被覆管障壁の喪失のおそれ 炉心出口温度の最高値が３５０℃以上 

②燃料被覆管障壁が喪失 炉心出口温度の最高値が６００℃以上 

③原子炉冷却系障壁の喪失のおそれ １次冷却材漏えい（蒸気発生器伝熱管からの漏えいを含む。）

が発生し、抽出隔離※２をした状態で、充てんポンプ１台で加圧

器水位が維持できない 

④格納容器障壁が喪失 以下のいずれかとなったとき。 

・ 格納容器圧力の上昇後、格納容器スプレイの動作又は格

納容器自然対流冷却操作等を実施していない状況におい

て、格納容器圧力が急激に低下したとき。 

・ 格納容器隔離信号発信後も環境への直接放出経路がある

とき。 

※１ 「喪失」の条件が成立している状況においては、「喪失するおそれ」の条件は既に成立している。 

※２ 抽出ライン隔離の設定値は以下のとおり。 

【１、２号機】  加圧器水位 ： １９％ 

【３号機】    加圧器水位 ： １７％ 

60 

 

泊発電所における解釈 

＜ＡＬ４２：単一障壁の喪失又は喪失のおそれ＞                  【適用号機なし】 

運転モード１、２及び３において、以下の障壁が喪失又は喪失のおそれがあるとき。 

① 燃料被覆管障壁が喪失するおそれがあるとき。 ② 燃料被覆管障壁が喪失したとき。 

③ 原子炉冷却系障壁が喪失するおそれがあるとき。④ 原子炉冷却系障壁が喪失したとき。 

①燃料被覆管障壁が喪失するおそれ 炉心出口温度の最高値が３５０℃以上 

②燃料被覆管障壁が喪失 炉心出口温度の最高値が６００℃以上 

③原子炉冷却系障壁が喪失するおそ

れ 

１次冷却材漏えい（蒸気発生器伝熱管からの漏えいを含む。）

が発生し、抽出隔離※１をした状態で、充てんポンプ１台で加圧

器水位が維持できない 

④原子炉冷却系障壁が喪失 １次冷却材漏えい（蒸気発生器伝熱管からの漏えいを含む。）

が発生し、「加圧器圧力異常低」又は「加圧器水位低及び加圧

器圧力低」による非常用炉心冷却設備の作動を必要とする設定

圧力又は設定水位※２以下 

※１ 抽出ライン隔離の設定値は以下のとおり。 

【１、２号機】  加圧器水位 ： １９％ 

【３号機】    加圧器水位 ： １７％ 

※２ 非常用炉心冷却設備作動の設定値は以下のとおり。 

【１、２号機】加圧器圧力異常低 ： １１．８７ＭＰａ【gage】 

加圧器圧力低 ： １２．５５ＭＰａ【gage】＋加圧器水位低 ：５％ 

【３号機】  加圧器圧力異常低 ： １１．４８ＭＰａ【gage】 

加圧器圧力低 ： １２．１７ＭＰａ【gage】＋加圧器水位低 ：５％ 

＜ＳＥ４２：２つの障壁の喪失又は喪失のおそれ＞                 【適用号機なし】 

運転モード１、２及び３において、以下の障壁が喪失又は喪失のおそれがあるとき。※１ 

・① 燃料被覆管障壁が喪失するおそれ＋③原子炉冷却系障壁が喪失するおそれ 

・② 燃料被覆管障壁が喪失＋③原子炉冷却系障壁が喪失するおそれ 

・① 燃料被覆管障壁が喪失するおそれ＋④格納容器障壁が喪失 

・③ 原子炉冷却系障壁が喪失するおそれ＋④格納容器障壁が喪失 

①燃料被覆管障壁が喪失するおそれ 炉心出口温度の最高値が３５０℃以上 

②燃料被覆管障壁が喪失 炉心出口温度の最高値が６００℃以上 

③原子炉冷却系障壁が喪失するおそ

れ 

１次冷却材漏えい（蒸気発生器伝熱管からの漏えいを含む。）

が発生し、抽出隔離※２をした状態で、充てんポンプ１台で加圧

器水位が維持できない 

④格納容器障壁が喪失 以下のいずれかとなったとき。 

・ 格納容器圧力の上昇後、格納容器スプレイの動作又は格

納容器自然対流冷却操作等を実施していない状況におい

て、格納容器圧力が急激に低下したとき。 

・ 格納容器隔離信号発信後も環境への直接放出経路がある

とき。 

※１ 「喪失」の条件が成立している状況においては、「喪失のおそれ」の条件は既に成立している。 

※２ 抽出ライン隔離の設定値は以下のとおり。 

【１、２号機】  加圧器水位 ： １９％ 

【３号機】    加圧器水位 ： １７％ 
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泊発電所原子力事業者防災業務計画 修正前後比較表（令和５年度修正案）（１１０／１６６） 

 

泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正前） 泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正後） 備   考 
別表２－１－４ ＥＡＬ事象の判断基準解釈（２１／２７） 

EAL No. 
原子力災害対策指針の項目／ 

原災法施行令第４条・第６条の項目 

原子力災害対策指針の緊急事態区分を 

判断する基準等の解説 

ＡＬ５１ 

原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤

室（実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則（平成２５年原子力

規制委員会規則第６号）第３８条第４項に

規定する装置が施設された室をいう。以下

同じ。）からの原子炉の運転や制御に影響

を及ぼす可能性が生じること。 

原子炉の安全な状態を確保できなくなる可

能性があることから警戒事態の判断基準とす

る。 

ＳＥ５１ 

原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤

室の環境が悪化することにより原子炉の制

御に支障が生じること、又は原子炉若しく

は使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合

において、原子炉制御室に設置する原子炉

施設の状態を表示する装置若しくは原子炉

施設の異常を表示する警報装置の機能の一

部が喪失すること。 

火災等により原子炉制御室及び原子炉制御

室外操作盤室の環境が悪化することによって、

原子炉の安全な状態を確保できなくなる可能

性が高いことから施設敷地緊急事態の判断基

準とする。 

原子炉又は使用済燃料貯蔵槽に異常が発生

した場合に、原子炉制御室からこれらを監視す

る機能の一部が喪失することによって、原子炉

施設の安全な状態を確保できなくなる可能性

が高いことから併せて施設敷地緊急事態の判

断基準とする。 

ＧＥ５１ 

原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤

室が使用できなくなることにより原子炉を

停止する機能及び冷温停止状態を維持する

機能が喪失すること、又は原子炉若しくは

使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に

おいて、原子炉制御室に設置する原子炉施

設の状態を表示する装置若しくは原子炉施

設の異常を表示する警報装置の全ての機能

が喪失すること。 

火災等により原子炉制御室及び原子炉制御

室外操作盤室が使用できなくなることによっ

て、原子炉の安全な状態を確保できなくなるこ

とから、全面緊急事態の判断基準とする。 

原子炉又は使用済燃料貯蔵槽に異常が発生

した場合に、原子炉制御室からこれらを監視す

る機能の全てが喪失することによって、原子炉

施設の安全な状態を確保できなくなることか

ら併せて全面緊急事態の判断基準とする。 

65 

別表２－１－４ ＥＡＬ事象の判断基準解釈（２１／２７） 

EAL No. 
原子力災害対策指針の項目／ 

原災法施行令第４条・第６条の項目 

原子力災害対策指針の緊急事態区分を 

判断する基準等の解説 

ＡＬ５１ 

原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤

室（実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則（平成２５年原子力

規制委員会規則第６号）第３８条第４項に

規定する装置が施設された室をいう。以下

同じ。）からの原子炉の運転や制御に影響

を及ぼす可能性が生じること。 

原子炉の安全な状態を確保できなくなる可

能性があることから警戒事態の判断基準とす

る。 

ＳＥ５１ 

原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤

室の環境が悪化することにより原子炉の制

御に支障が生じること、又は原子炉若しく

は使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合

において、原子炉制御室に設置する原子炉

施設の状態を表示する装置若しくは原子炉

施設の異常を表示する警報装置の機能の一

部が喪失すること。 

火災等により原子炉制御室及び原子炉制御

室外操作盤室の環境が悪化することによって、

原子炉の安全な状態を確保できなくなる可能

性が高いことから施設敷地緊急事態の判断基

準とする。 

原子炉又は使用済燃料貯蔵槽に異常が発生

した場合に、原子炉制御室からこれらを監視す

る機能の一部が喪失することによって、原子炉

施設の安全な状態を確保できなくなる可能性

が高いことから併せて施設敷地緊急事態の判

断基準とする。 

ＧＥ５１ 

原子炉制御室が使用できない場合に原子

炉制御室外操作盤室が使用できなくなるこ

と、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽

に異常が発生した場合に原子炉施設の状態

を表示する全ての装置若しくは原子炉施設

の異常を表示する全ての警報装置（いずれ

も原子炉制御室に設置されたものに限る。）

が使用できなくなること。 

火災等により原子炉制御室が使用できない

場合に原子炉制御室外操作盤室が使用できな

くなることによって、原子炉を停止した後に冷

温停止状態を維持することができなくなり、原

子炉の安全な状態を確保できなくなることか

ら、全面緊急事態の判断基準とする。 

原子炉又は使用済燃料貯蔵槽に異常が発生

した場合に、原子炉制御室からこれらを監視す

る機能の全てが喪失することによって、原子炉

施設の安全な状態を確保できなくなることか

ら併せて全面緊急事態の判断基準とする。 

65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「原子力災害対
策特別措置法に
基づき原子力防
災管理者が通報
すべき事象等に
関する規則」等の
改正に伴う修正 
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泊発電所原子力事業者防災業務計画 修正前後比較表（令和５年度修正案）（１２９／１６６） 

 

泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正前） 泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正後） 備   考 

別表２－３－２  原子力防災資機材（１／２） 

分
類 法令による名称 具体的名称 数 量 点検内容 点検頻度 

設置箇所・ 
保管場所 

放
射
線
障
害
防
護
用
器
具 

汚染防護服 
防護衣（タイベック、オー
バーシューズ、靴下、白綿
手袋、ゴム手袋２重） 

１，０５５組 外観点検 １回／年 

緊急時対策所 
1･2号機原子
炉補助建屋 
3号機原子炉
補助建屋 
社員寮 
クローラー車 

呼吸用ボンベ(交換用の物を含
む。)その他の機器と一体となっ
て使用する防護マスク 

セルフエアセット ４４個 機能確認 １回／年 

緊急時対策所 
1･2号機原子
炉補助建屋 
3号機原子炉
補助建屋 
1･2号機出入
管理建屋 
T.P.51 ｍ 倉
庫・車庫 

フィルター付防護マスク チャコール付マスク １，１０５個 外観点検 １回／年 

緊急時対策所 
1･2号機原子
炉補助建屋 
3号機原子炉
補助建屋 
社員寮 
クローラー車 

非
常
用
通
信
機
器 

通常の業務に使用しない電話回
線 

緊急時用電話回線 ９回線 機能確認 １回／年 
緊急時対策所 

ファクシミリ装置 専用ファクシミリ ７台 機能確認 １回／年 

特定事象が発生した場合におけ
る施設内の連絡を確保するため
に使用可能な携帯電話その他の
使用場所を特定しない通信機器 

移動無線機(無線１０台、電
話３台) １３台 機能確認 １回／年 

緊急時対策所 
個人配布 

計 
 

測 
 

器 
 

等 

排気筒その他通常時に建屋の外
部に放出する場所から放出され
る放射性物質を測定するための
固定式測定器 

排気筒モニタ 
１号機 ２台 
２号機 ２台 
３号機  ２台 

機能確認 １回／ｃｙ 

管理区域 

試料放射能分析装置 
(排水モニタ) 

1､2号機 １台 
３号機 １台 機能確認 

１回／年 
(１回／ｃｙ) 

ガンマ線測定用可搬式測定器 

シンチレーションサーベイメ
ータ 

４台 機能確認 １回／年 
緊急時対策所 
モニタリング
カーに搭載 

電離箱サーベイメータ １３台 機能確認 １回／年 

緊急時対策所 
3号機原子炉
補助建屋 
モニタリング
カーに搭載 

中性子線測定用可搬式測定器 中性子線サーベイメータ ２台 機能確認 １回／年 管理区域 

空間放射線積算線量計 蛍光ガラス素子 １００個 外観点検 １回／年 1･2号機出入
管理建屋 

表面の放射性物質密度を測定す
ることが可能な可搬式測定器 

ＧＭ管式汚染サーベイメー
タ 

１３台 機能確認 １回／年 
緊急時対策所 
3号機原子炉
補助建屋 

可搬式ダスト測定関連機器 
ダストサンプラ ４台 機能確認 １回／年 緊急時対策所 

ダスト測定装置 １台 機能確認 １回／ｃｙ 
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｶｰに 
搭載 

可搬式の放射性ヨウ素測定関連機
器 

移動式よう素サンプラ ２台 機能確認 １回／年 緊急時対策所 

よう素測定装置 
(ダスト測定装置と共用) 

１台 機能確認 １回／ｃｙ ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｶｰに 
搭載 

個人用外部被ばく線量測定器 ガラスバッジ ２００台 外観点検 １回／年 緊急時対策所 

84 

別表２－３－２  原子力防災資機材（１／２） 

分
類 法令による名称 具体的名称 数 量 点検内容 点検頻度 

設置箇所・ 
保管場所 

放
射
線
障
害
防
護
用
器
具 

汚染防護服 
防護衣（タイベック、オー
バーシューズ、靴下、白綿
手袋、ゴム手袋２重） 

１，０５５組 外観点検 １回／年 

緊急時対策所 
1･2号機原子
炉補助建屋 
3号機原子炉
補助建屋 
社員寮 
クローラー車 

呼吸用ボンベ(交換用の物を含
む。)その他の機器と一体となっ
て使用する防護マスク 

セルフエアセット ４４個 機能確認 １回／年 

緊急時対策所 
1･2号機原子
炉補助建屋 
3号機原子炉
補助建屋 
1･2号機出入
管理建屋 
T.P.51 ｍ 倉
庫・車庫 

フィルター付防護マスク チャコール付マスク １，１０５個 外観点検 １回／年 

緊急時対策所 
1･2号機原子
炉補助建屋 
3号機原子炉
補助建屋 
社員寮 
クローラー車 

非
常
用
通
信
機
器 

通常の業務に使用しない電話回
線 

緊急時用電話回線 ９回線 機能確認 １回／年 
緊急時対策所 

ファクシミリ装置 専用ファクシミリ ７台 機能確認 １回／年 

特定事象が発生した場合におけ
る施設内の連絡を確保するため
に使用可能な携帯電話その他の
使用場所を特定しない通信機器 

移動無線機(無線１０台、電
話３台) 

１３台 機能確認 １回／年 緊急時対策所 
個人配布 

計 
 

測 
 

器 
 

等 

排気筒その他通常時に建屋の外
部に放出する場所から放出され
る放射性物質を測定するための
固定式測定器 

排気筒モニタ 
１号機 ２台 
２号機 ２台 
３号機  ２台 

機能確認 １回／ｃｙ 

管理区域 試料放射能分析装置 1､2号機 １台 
３号機 １台 

機能確認 １回／年 

排水モニタ 
1､2号機 １台 
３号機 １台 機能確認 １回／ｃｙ 

ガンマ線測定用可搬式測定器 

シンチレーションサーベイメ
ータ ４台 機能確認 １回／年 

緊急時対策所 
モニタリング
カーに搭載 

電離箱サーベイメータ １３台 機能確認 １回／年 

緊急時対策所 
3号機原子炉
補助建屋 
モニタリング
カーに搭載 

中性子線測定用可搬式測定器 中性子線サーベイメータ ２台 機能確認 １回／年 管理区域 

空間放射線積算線量計 蛍光ガラス素子 １００個 外観点検 １回／年 
1･2号機出入
管理建屋 

表面の放射性物質密度を測定す
ることが可能な可搬式測定器 

ＧＭ管式汚染サーベイメー
タ １３台 機能確認 １回／年 

緊急時対策所 
3号機原子炉
補助建屋 

可搬式ダスト測定関連機器 
ダストサンプラ ４台 機能確認 １回／年 緊急時対策所 

ダスト測定装置 １台 機能確認 １回／ｃｙ 
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｶｰに 
搭載 

可搬式の放射性ヨウ素測定関連機
器 

移動式よう素サンプラ ２台 機能確認 １回／年 緊急時対策所 

よう素測定装置 
(ダスト測定装置と共用) １台 機能確認 １回／ｃｙ 

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｶｰに 
搭載 

個人用外部被ばく線量測定器 ガラスバッジ ２００台 外観点検 １回／年 緊急時対策所 
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記載の適正化 
（数量の明確化） 
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泊発電所原子力事業者防災業務計画 修正前後比較表（令和５年度修正案）（１３２／１６６） 

 

泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正前） 泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正後） 備   考 
別表２－３－４ シビアアクシデント対策等に関する主な資機材 

 
名   称 数 量 点検内容 点検頻度 設置箇所・保管場所 

代替非常用発電機 
1380kW（1725kVA） 

６台 機能確認 １回／月 T.P.31ｍ屋外エリア 

可搬型代替電源車 
1760kW（2200kVA） 

８台 機能確認 １回／年 
T.P.31ｍ屋外エリア 
T.P.60ｍ屋外エリア 
T.P.130ｍ屋外エリア 

タンクローリー（４ｋℓ） ４台 機能確認 
道路運送車両法に
基づく点検頻度 

T.P.31ｍ屋外エリア 
T.P.60ｍ屋外エリア 

可搬型大容量海水送水ポンプ車 ３台 

機能確認 

車両：道路運送車両
法に基づく
点検頻度 

艤装部：１回／年 

T.P.51ｍ倉庫・車庫 
T.P.46ｍ車庫 
T.P.31ｍ屋外エリア 

可搬型大型送水ポンプ車 １３台 

T.P.51ｍ倉庫・車庫 
T.P.46ｍ車庫 
T.P.31ｍ屋外エリア 
T.P.60ｍ屋外エリア 

可搬型中型送水ポンプ車 １台 T.P.46ｍ車庫 

大規模火災用消防自動車 １台 T.P.51ｍ倉庫・車庫 

放水砲 ３台 機能確認 １回／年 
T.P.51ｍ倉庫・車庫 
T.P.46ｍ車庫 
T.P.31ｍ屋外エリア 

ホース延長・回収車（可搬型送水ポンプ
車用） ８台 機能確認 

車両：道路運送車両
法に基づく
点検頻度 

艤装部：１回／年 

T.P.51ｍ倉庫・車庫 
T.P.46ｍ車庫 
T.P.31ｍ屋外エリア 

ホース延長・回収車（可搬型大容量海水
送水ポンプ車用） 

２台 機能確認 

車両：道路運送車両
法に基づく
点検頻度 

艤装部：１回／年 

T.P.51ｍ倉庫・車庫 
T.P.31ｍ屋外エリア 

屋外給水タンク※３ １式 外観点検 １回／年 T.P.31ｍ屋外エリア 

燃料取替用水タンク（1･2号機）※４ １式 外観点検 １回／年 
1･2号機燃料取替用水
タンク建屋 

燃料取替用水ピット（3号機）※４ １式 外観点検 １回／年 3号機原子炉建屋 

ろ過水タンク※４ １式 外観点検 １回／年 T.P.10ｍ屋外エリア 

バックホウ ２台 
機能確認 １回／年 

T.P.31ｍ屋外エリア 

ホイールローダー ２台 T.P.31ｍ屋外エリア 

※１：機能確認には、外観点検を含む。 

※２：設置箇所・保管場所は変更する可能性がある。 

※３：屋外給水タンクは、2023年度に撤去し、泊発電所3号機の再稼働までに代替給水ピットを設置する。 

※４：代替給水ピットを設置するまでの間は、燃料取替用水タンク（1･2号機）、燃料取替用水ピット（3号機）

及びろ過水タンクをシビアアクシデント対策等に関する主な資機材として位置付ける。 
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別表２－３－４ シビアアクシデント対策等に関する主な資機材 

 

名   称 
必要数※４ 

点検内容 点検頻度 設置箇所・保管場所 予備数 
自主設置 

代替非常用発電機 
1380kW（1725kVA） 

必：３台 
機能確認 １回／月 T.P.31ｍ屋外エリア － 

自：３台 

可搬型代替電源車 
1760kW（2200kVA） 

－ 
機能確認 １回／年 

T.P.31ｍ屋外エリア 
T.P.60ｍ屋外エリア 
T.P.130ｍ屋外エリア 

－ 
自：８台 

タンクローリー（４ｋℓ） 
必：１台 

機能確認 
道路運送車両法に
基づく点検頻度 

T.P.31ｍ屋外エリア 
T.P.60ｍ屋外エリア 予：１台 

自：２台 

可搬型大容量海水送水ポンプ車 
－ 

機能確認 

車両：道路運送車両
法に基づく
点検頻度 

艤装部：１回／年 

T.P.51ｍ倉庫・車庫 
T.P.46ｍ車庫 
T.P.31ｍ屋外エリア 

－ 
自：３台 

可搬型大型送水ポンプ車 

必：１台 T.P.51ｍ倉庫・車庫 
T.P.46ｍ車庫 
T.P.31ｍ屋外エリア 
T.P.60ｍ屋外エリア 

予：１台 

自：１１台 

可搬型中型送水ポンプ車 
－ 

T.P.46ｍ車庫 － 
自：１台 

大規模火災用消防自動車 
－ 

T.P.51ｍ倉庫・車庫 － 
自：１台 

放水砲 
－ 

機能確認 １回／年 
T.P.51ｍ倉庫・車庫 
T.P.46ｍ車庫 
T.P.31ｍ屋外エリア 

－ 
自：３台 

ホース延長・回収車（可搬型送水ポン
プ車用） 

必：１台 

機能確認 

車両：道路運送車両
法に基づく
点検頻度 

艤装部：１回／年 

T.P.51ｍ倉庫・車庫 
T.P.46ｍ車庫 
T.P.31ｍ屋外エリア 

予：１台 

自：６台 

ホース延長・回収車（可搬型大容量海
水送水ポンプ車用） 

－ 

機能確認 

車両：道路運送車両
法に基づく
点検頻度 

艤装部：１回／年 

T.P.51ｍ倉庫・車庫 
T.P.31ｍ屋外エリア 

－ 

自：２台 

燃料取替用水タンク（1･2号機）※3 １式 外観点検 １回／年 
1･2号機燃料取替用水
タンク建屋 

燃料取替用水ピット（3号機）※3 １式 外観点検 １回／年 3号機原子炉建屋 

ろ過水タンク※3 １式 外観点検 １回／年 T.P.10ｍ屋外エリア 

バックホウ 
必：１台 

機能確認 １回／年 

T.P.31ｍ屋外エリア 予：１台 
－ 

ホイールローダー 
必：１台 

T.P.31ｍ屋外エリア 予：１台 
－ 

※１：機能確認には、外観点検を含む。 

※２：設置箇所・保管場所は変更する可能性がある。 

※３：代替給水ピットを設置するまでの間は、燃料取替用水タンク（1･2号機）、燃料取替用水ピット（3号機）

及びろ過水タンクをシビアアクシデント対策等に関する主な資機材として位置付ける。 

※４：資機材の数量は、原子炉等規制法第４３条の３の８第１項の許可前において、発電所の安全性を確保する

ための必要数、予備数及び自主設置数を示す。 

必：必要数を示す。 

予：予備数を示す。予備は修理及び保守点検において、発電所外に搬出することも有り得る。 

自：自主設置を示す。新規制基準に対応する可搬型重大事故等対処設備等として先行配備したものであ

り、現在のプラント状況では配備要求がないものである。 
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資機材数量の記
載方法を見直し、
必要数量、予備数
量及び自主設置
数量を明確化。 
（資機材の故障
時や保守点検時
には、予備等を発
電所外へ持ち出
し点検等を行う
ことから、発電所
としての必要数、
予 備 数 を 明 確
化。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適性化 
（屋外給水タン
クの撤去に伴う
削除及び注記番
号の修正。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適性化 
（屋外給水タン
クの撤去に伴う
注記の修正。 
 
資機材数量の記
載方法を見直し
たため、注釈を追
加。 
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泊発電所原子力事業者防災業務計画 修正前後比較表（令和５年度修正案）（１４１／１６６） 

 

泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正前） 泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正後） 備   考 

  

別表２－８－１ 医療関連資機材 

 

分類 名  称 数量 点検内容 点検頻度 設置箇所・保管場所 

医療関連

資機材 

ＡＥＤ 1台 機能確認 １回／年 

１・２号機 

出入管理建屋 

 

アンビューバック 1個 外観確認 １回／年 

ストレッチャー 1台 外観確認 １回／年 

担架 1台 外観確認 １回／年 

点滴台 1台 外観確認 １回／年 

車椅子 1台 外観確認 １回／年 
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原子力災害医療
活動にて使用す
る資機材の明確
化。 
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泊発電所原子力事業者防災業務計画 修正前後比較表（令和５年度修正案）（１４２／１６６） 

 

泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正前） 泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正後） 備   考 

  

別表２－８－２ 原子力安全研究協会 

 

１．原子力安全研究協会の概要 

名  称 公益財団法人 原子力安全研究協会 

所 在 地 東京都港区新橋５丁目１８番７号 

 

２．平常時の原子力安全研究協会の主なオンサイト医療業務 

医師等の待機

等 

災害発生時に備えた医師等の要員が待機し、保有資機材を使用可能な状態に整備する。 

原子力事業者

との連携 

災害発生時の情報伝達及び連携維持のため、原子力事業者の施設・資機材の確認を定

期的（１回／年）に実施する。 

原子力防災訓

練への協力 

原子力事業者が行う原子力防災訓練に計画的に参画し、情報連携対応と移動手段の確

認に関する改善事項を確認する。 

 

３．原子力災害発生時の原子力安全研究協会の対応及び発災事業者への医療支援内容 

災害発生時の

連絡体制 

 

 

 

 

 

 

※発災事業者：特定事象が発生した原子力事業所を保有する事業者 

発災事業者へ

の支援内容 

・本発災事業者からの支援要請後、原子力安全研究協会の医師等の要員を招集し、資

機材の準備を実施した後、医師等の要員を派遣する。 

・発電所構内で発生した負傷者等に対して行う医療活動を支援する。 

 

４．保有資機材一覧 

原子力安全研究協会は、下表の資機材について、１回／年の保守点検を行う。また、故障、点検等により必

要数が確保できない場合には代替品を補充する。 

 

分 類 名 称 数 量 

現地活動用資機材 

医療用資機材 １式 

通信用資機材 １式 

放射線管理資機材 １式 

一般資機材 １式 

 

 

 

 

97 

 
原子力災害医療
活動に係る原子
力安全研究協会
の組織概要を明
確化。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

原子力 
安全研究協会 発災事業者※ 

原子力 
安全研究協会 
医師等の要員 

原子力災害 
医療支援要請 

出動 
指示 

状況報告 
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泊発電所原子力事業者防災業務計画 修正前後比較表（令和５年度修正案）（１４３／１６６） 

 

泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正前） 泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正後） 備   考 

別表２－８－１ 原子力緊急事態支援組織 
 
１．原子力緊急事態支援組織の概要 

実施主体 日本原子力発電株式会社 

名  称 美浜原子力緊急事態支援センター 

所 在 地 福井県三方郡美浜町久々子３８号３６ 

施設概要 事務所棟、資機材保管庫・車庫棟、屋外訓練フィールド、ヘリポート等 

要 員 数 ２１名（所長、支援組織要員） 

２．平常時の主な業務 

資機材の集中

管理 

保有資機材（４．参照）について集中管理を行い、使用可能な状態に整備する。 

資機材の機能

向上及び拡充 

国内外の先進的資機材に係る情報を収集するとともに、保有資機材の機能向上に係

る改良措置及び新規資機材導入の検討などを行う。 

資機材操作要

員の養成訓練 

支援組織要員に対する支援活動に関する教育・訓練を行う 

・場  所：日本原子力発電株式会社 美浜原子力緊急事態支援センター 

・頻  度：操作技能の習得訓練実施後、継続的に実施 

・主な内容：遠隔操作資機材のメンテナンス、運転操作等 

 

原子力事業者の要員に対する遠隔操作資機材操作訓練を実施する。 

・場  所：日本原子力発電株式会社 美浜原子力緊急事態支援センター内、又は

原子力事業者との連携訓練実施場所 

・頻  度：操作技能の習得訓練実施後、技能の定着を目的とした訓練を定期的（１

回／年）に実施 

・主な内容：遠隔操作資機材のメンテナンス、運転操作等 

原子力防災訓

練への協力 

原子力事業者が行う原子力防災訓練に計画的に参画し、資機材の提供時の発災事業

者との連携対応と資機材輸送手段の妥当性の確認、支援対応に関する改善事項を確

認する。 

３．原子力災害発生時の原子力緊急事態支援組織の対応及び発災事業者への支援内容 

災害発生時の

連絡体制 

（２４時間３

６５日オンコ

ール体制） 

 

 

 

 

 

 

※発災事業者：特定事象が発生した原子力事業所を保有する事業者 

発災事業者へ

の支援内容 

・ 発災事業者からの支援要請後、支援組織の要員を召集し、資機材の輸送準備を実

施した後、要員を派遣する。 

・ 支援組織から原子力事業所災害対策支援拠点等の輸送先施設までの資機材の輸

送は、陸路による複数ルートのうちから出動時の状況（災害、天候等）に応じた

最適なルートにて行う。なお，状況に応じてヘリコプターによる原子力事業所災

害対策支援拠点等の輸送先施設までの輸送も考慮する。 

・ 原子力事業所災害対策支援拠点から発災事業者の災害現場まで資機材を搬送す

る。 

・ 発災事業者の災害現場における放射線量をはじめとする環境情報収集の支援活

動を行う。また、同災害現場における作業を行う上で必要となるアクセスルート

の確保作業の支援活動を行う。 

・ 支援組織の活動に必要な範囲での、放射性物質の除去等の除染作業の支援活動を

行う。 

・ 以上の活動については、発災事業者が設置する発電所対策本部と連携した支援組

織連絡本部の指揮命令のもとに実施する。 
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別表２－８－３ 原子力緊急事態支援組織 
 
１．原子力緊急事態支援組織の概要 

実施主体 日本原子力発電株式会社 

名  称 美浜原子力緊急事態支援センター 

所 在 地 福井県三方郡美浜町久々子３８号３６ 

施設概要 事務所棟、資機材保管庫・車庫棟、屋外訓練フィールド、ヘリポート等 

要 員 数 ２１名（所長、支援組織要員） 

２．平常時の主な業務 

資機材の集中

管理 

保有資機材（４．参照）について集中管理を行い、使用可能な状態に整備する。 

資機材の機能

向上及び拡充 

国内外の先進的資機材に係る情報を収集するとともに、保有資機材の機能向上に係

る改良措置及び新規資機材導入の検討などを行う。 

資機材操作要

員の養成訓練 

支援組織要員に対する支援活動に関する教育・訓練を行う 

・場  所：日本原子力発電株式会社 美浜原子力緊急事態支援センター 

・頻  度：操作技能の習得訓練実施後、継続的に実施 

・主な内容：遠隔操作資機材のメンテナンス、運転操作等 

 

原子力事業者の要員に対する遠隔操作資機材操作訓練を実施する。 

・場  所：日本原子力発電株式会社 美浜原子力緊急事態支援センター内、又は

原子力事業者との連携訓練実施場所 

・頻  度：操作技能の習得訓練実施後、技能の定着を目的とした訓練を定期的（１

回／年）に実施 

・主な内容：遠隔操作資機材のメンテナンス、運転操作等 

原子力防災訓

練への協力 

原子力事業者が行う原子力防災訓練に計画的に参画し、資機材の提供時の発災事業

者との連携対応と資機材輸送手段の妥当性の確認、支援対応に関する改善事項を確

認する。 

３．原子力災害発生時の原子力緊急事態支援組織の対応及び発災事業者への支援内容 

災害発生時の

連絡体制 

（２４時間３

６５日オンコ

ール体制） 

 

 

 

 

 

 

※発災事業者：特定事象が発生した原子力事業所を保有する事業者 

発災事業者へ

の支援内容 

・ 発災事業者からの支援要請後、支援組織の要員を招集し、資機材の輸送準備を実

施した後、要員を派遣する。 

・ 支援組織から原子力事業所災害対策支援拠点等の輸送先施設までの資機材の輸

送は、陸路による複数ルートのうちから出動時の状況（災害、天候等）に応じた

最適なルートにて行う。なお，状況に応じてヘリコプターによる原子力事業所災

害対策支援拠点等の輸送先施設までの輸送も考慮する。 

・ 原子力事業所災害対策支援拠点から発災事業者の災害現場まで資機材を搬送す

る。 

・ 発災事業者の災害現場における放射線量をはじめとする環境情報収集の支援活

動を行う。また、同災害現場における作業を行う上で必要となるアクセスルート

の確保作業の支援活動を行う。 

・ 支援組織の活動に必要な範囲での、放射性物質の除去等の除染作業の支援活動を

行う。 

・ 以上の活動については、発災事業者が設置する発電所対策本部と連携した支援組

織連絡本部の指揮命令のもとに実施する。 
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別表の追加に伴
う別表番号の修
正。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適正化 
（誤記訂正） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
頁の修正 

 

（平日日中）支援組織長 
(夜間休祭日）連絡当番者 

発災事業者※ 支援組織要員 

１０条通報 
・支援要請 

出動 
指示 

状況報告 

（平日日中）支援組織長 
(夜間休祭日）連絡当番者 

発災事業者※ 支援組織要員 

１０条通報 
・支援要請 

出動 
指示 

状況報告 
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泊発電所原子力事業者防災業務計画 修正前後比較表（令和５年度修正案）（１５５／１６６） 

 

泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正前） 泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正後） 備   考 

 

107  

109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適性化 
（数量の明確化） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
頁の修正 
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泊発電所原子力事業者防災業務計画 修正前後比較表（令和５年度修正案）（１５７／１６６） 

 

泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正前） 泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正後） 備   考 

 
 

109 

 

111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適正化 
（表現の統一） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地震情報反映に
伴う通報連絡様
式の修正 
（地震発生時の
連絡にあたり、地
震加速度を明確
化） 
 
 
 
頁の修正 
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泊発電所原子力事業者防災業務計画 修正前後比較表（令和５年度修正案）（１５８／１６６） 

 

泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正前） 泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正後） 備   考 

 

110 

 
112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地震情報反映に
伴う通報連絡様
式の修正 
（地震発生時の
通報にあたり、地
震加速度を明確
化） 
 
 
頁の修正 
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泊発電所原子力事業者防災業務計画 修正前後比較表（令和５年度修正案）（１６０／１６６） 

 

泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正前） 泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正後） 備   考 

 
112 

 
114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地震加速度に係
る注記の追加に
伴い記載箇所を
明記 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適正化 
（法令との整合） 
 
注記の追加に伴
い修正 
 
 
地震情報反映に
伴う通報連絡様
式の修正 
（地震発生時の
連絡にあたり、地
震加速度の明確
化） 
 
 
頁の修正 
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泊発電所原子力事業者防災業務計画 修正前後比較表（令和５年度修正案）（１６１／１６６） 

 

泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正前） 泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正後） 備   考 

 

113 

 

115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適正化 
（法令との整合） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地震情報反映に
伴う通報連絡様
式の修正 
（地震発生時の
報告にあたり、地
震加速度の明確
化） 
 
頁の修正 
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泊発電所原子力事業者防災業務計画 修正前後比較表（令和５年度修正案）（１６３／１６６） 

 

泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正前） 泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正後） 備   考 

 
115 

 
117 

 
 
 
 
 
記載の適正化 
（法令との整合） 
 
 
 
 
記載の適正化 
（法令との整合） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
頁の修正 
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泊発電所原子力事業者防災業務計画 修正前後比較表（令和５年度修正案）（１６４／１６６） 

 

泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正前） 泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正後） 備   考 

 
116 

 
118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適正化 
（記載の有無を
明確化） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適正化 
（表現の統一） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
頁の修正 
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泊発電所原子力事業者防災業務計画 修正前後比較表（令和５年度修正案）（１６６／１６６） 

 

泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正前） 泊発電所原子力事業者防災業務計画（修正後） 備   考 
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119 

 
記載の適正化 
（表現の統一） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適正化 
（「－」を追記） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
頁の修正 
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